
 

１ 競争参加資格  

(1) 予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。なお、未成年 

者、被保佐人又は被補助者であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、 

同条中、特別の理由がある場合に該当する。 

(2) 予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。 

(3) 防衛省競争参加資格の「建築一式」のＤ等級以上の資格を有する者。もしくは 

当該競争参加資格を有していない者で、入札書の受領期限までに競争参加資格審 

査を受け、競争参加資格者名簿に登録された者であること。 

(4) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除す 

るよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者については、競争参加を

認めない。 

(5) 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として 

防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している

有資格業者とは契約を行わない。 

(6) 入札心得に定める「暴力団排除に関する誓約事項」に基づく誓約を行わない者 

の競争参加を認めない。 

(7) 契約担当官等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。（協力 

者を含む。） 

(8) 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装 

備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受け

ている期間中の者でないこと。 

(9) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のあるもの 

であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省

と契約を行おうとする者でないこと。 

(10) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真 

にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでな 

い。 

(11) 情報保全に係る履行体制について、適切な体制を有すると確認できる者 

(12) 業務従事者若しくは親会社等の国籍が、発注者との契約に違反する行為を求 

められた場合に、これを拒む権利を実効性をもって法的に保障されない国又は地

域に該当する者及び国連安保理決議において労働許可を提供しないことが決定

されている国又は地域に該当する者は入札参加を認めない。 

 

２ 契約条項及び入札心得 

(1) 適応する契約条項 

陸上自衛隊で用いる「建設工事に係る標準契約書」、駐屯地用標準契約書の「談

合等の不正行為に関する特約条項」及び「暴力団排除に関する特約条項」とする。 

(2) 契約条項及び入札心得を示す場所 

自衛隊長崎地方協力本部 総務課 会計班 



３ 入札説明会及び競争入札執行の場所及び日時 

(1) 入札説明会：実施しない。ただし、現場確認及び説明を希望するものは、下記

の問い合わせ先までご連絡いただき、日程の調整を行ってください。 

(2) 入札 

ア 場 所：防衛省長崎合同庁舎４階 合同会議室 

イ 時 間：令和８年１月２８日（水）０９００※郵便入札１月２７日１７００ 

必着 

 

４ 保証金等に関する事項 

(1) 入札保証金：免除 

(2) 契約保証金：免除 

落札者は、公共工事履行保証証券による保証（引き渡した工事目的物が種類又 

は品質に関して契約の内容に適合しないもの（以下「契約不適合物」という。）で

ある場合において当該契約不適合を保証する特約（２年間）を付したものに限る。）

を付すものとする。 

   この場合の保証金額は、請負代金の１０分の１以上とする。 

(3) 違 約 金：落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の手続きをしない場     

合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし、落札価格の   

１００分の５に相当する金額を違約金として徴収し、契約者が契

約を履行しない場合は、契約金額の１００分の１０以上の金額を

違約金として徴収する。 

 

５ 入札方法 

(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０ 

に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及

び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もっ

た金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

(2) 予定価格に達しない場合は、再度入札を実施する。郵便による入札がない場合 

は当日速やかに実施し、郵便による入札がある場合は別途連絡する。 

 

６ 入札の無効 

(1) 第１項で示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札 

(2) 入札に関する条項に違反した入札 

(3) 入札金額、入札者の氏名及び押印された印影が判別しがたい入札 

(4) 入札者が実施した「暴力団排除に関する誓約事項」の誓約に虚偽があった場合 

又は誓約に反する事態が生じた場合に、当該入札者が提出した入札 

(5) 「暴力団排除に関する誓約事項」の誓約を行わない者の入札 

(6) 入札書に記載の「入札及び契約心得」、入札条件、「標準契約書等」の契約条項 

等及び仕様書等の承諾を行わない者の入札（応札をもって承諾をしたものとみ 

なす。） 



 

７ 落札決定方法 

  総額決定。総額が当隊所定の予定価格制限の範囲内の最低入札者を落札者としま 

す。なお、落札となるべき最低入札者が２人以上ある場合は、直ちにくじ引きによ

り落札者を決定します。 

 

８ 契約書等の作成 

  落札者は契約書等を作成する。 

 

９ その他 

(1) 契約の成立の時期は、契約書に双方が記名押印した時とする。契約書を作成し 

ない場合は、発注書を送付した時とする。 

(2) 入札参加を希望する者は、下記の（6）の問い合わせ先へ入札前日までに連絡先 

を明記した書類を添えて「資格審査結果通知書（写し）」を提出すること。（ＦＡ 

Ｘ可） 

(3) 入札書を郵送する場合、必ず便着の確認をすること。１月２７日１７００必着 

(4) 代表者以外で入札に参加する業者は、入札書に添えて委任状を提出すること。 

（郵便入札時は不要） 

(5) 市場価格調査を実施する場合があります。その際はご協力をお願いします。 

(6) 入札及び契約に関する事項の問い合わせ先 

  〒８５０－０８６２ 長崎県長崎市出島町２－２５ 

  自衛隊長崎地方協力本部 総務課会計班 （担当 川西：（かわにし）） 

  ＴＥＬ ０９５－８２６－８８４４（内線２０７）  

ＦＡＸ ０９５－８２６－８８４６ 

(7) 仕様・履行等に関する事項の問い合わせ先 

 〒８５０－０８６２ 長崎県長崎市出島町２－２５ 

 自衛隊長崎地方協力本部 募集課広報班 （担当 江藤：（えとう）） 

 本公告は陸上自衛隊西部方面隊ホームページ 

 （http://www.mod.go.jp/gsdf/wae)に掲載している。 

http://www.mod.go.jp/gsdf/wae

